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Ⅰ 高齢者等の現状と見込みについて 

 

ここでは、「東大和市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」第４章「東大和市の

将来フレーム」に掲載している主な資料について、令和３年度における実績数値や、見込

みとの比較について記載します。 

 

 

（１）人口 

 市の人口は、令和３年度は前年度より微増しましたが、人口減少の傾向は続いている

ものと考えます。なお、計画策定時の令和３年の見込みは 84,986 人でしたが、実際は

85,335 人で、見込みより減少しなかったことになりますが、０歳～１４歳の年少人口

は見込みより減少しています。 

 

 

＜人口の推移・見込み＞ 

 
資料：（実績）住民基本台帳 各年 10 月 1 日現在 

        （見込み）住民基本台帳（平成 2８年～令和２年）から推計 
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（２）高齢化率、後期高齢化率 

令和３年 10 月 1 日現在の高齢化率は 27.４％で、高齢化率は上昇傾向にあり、計画策

定時の見込みどおりとなっている一方、後期高齢化率は、計画策定時の見込みより高い

数値となっています。 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７年には高齢化率が 28.3％、また、いわゆる団塊

の世代ジュニアが６５歳以上となる令和２２年には 35％近くに上昇していく見込みで

す。 

 

 

＜高齢化率、後期高齢化率の推移・見込み＞ 

 

 
 

 
資料：（実績）住民基本台帳 各年 10 月 1 日現在 

 （見込み）住民基本台帳（平成 2８年～令和２年）から推計 
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（３）要支援・要介護認定者数 

要介護高齢者人数、認定率ともに増加傾向にありますが、令和３年度の認定率は計画

策定時の見込どおりとなっている一方、認定者数は要支援・要介護認定ともに見込みより

も多い数値になっています。 

介護度別の認定者割合については、要支援１～要介護１の軽度認定者が全体に占める

割合が多く、東大和元気ゆうゆう体操をはじめとした各種介護予防事業の成果の表れで

もあると考えます。 

 

 

＜第 1 号被保険者の要介護高齢者人数・認定率の推移・見込み＞ 

 
 

資料：（実績）介護事業報告月報 各年 9 月 
（見込み）厚生労働省「みえる化システム」による推計 
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＜介護度別認定者割合の推移・見込み＞ 

 
 

資料：（実績）介護事業報告月報 各年 9 月 

（見込み）厚生労働省「みえる化システム」による推計 
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Ⅱ 第８期計画の基本理念と目標について 
 

 ここでは、第４章「第８期計画の基本理念と基本目標」に記載している基本理念等を

抜粋し記載します。 

 

 

＜基本理念＞ 

高齢者が、住み慣れた地域での支え合いのもとで、尊厳を保ち、健康でいきいきと安心

して、自分らしく生活できる東大和市を目指し以下の基本理念を定めています。 

 

 
 

 

 

＜基本目標＞ 

基本理念を実現するため、地域共生社会の実現に向けて、「医療」、「予防」、「生活支援」、

「住まい」が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を推進するため、以下の基

本目標を定めています。 

 

 

 

 

＜重点プラン＞ 

計画の基本目標を実現するため、以下の重点プランを定めています。 

 

  

支え合う地域の中で 高齢者の意思が尊重され 

  健康で生きがいを持って 暮らせるまち 東大和 

地域共生社会の実現に向けた 

地域包括ケアシステムの推進 

（１） 地域包括ケアシステムの推進・深化 

（２） 包括的な相談・支援体制の充実 

（３） 健康づくり・介護予防の推進 

（４） 介護保険サービスの充実・強化 

（５） 住まい・日常生活支援の充実 
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＜施策の体系＞ 

基本目標を具体化し、基本理念を実現するため、地域包括ケアシステムを構築する 5 つ

の要素（医療・介護・予防・住まい・生活支援）を基本として、サービスの質の確保に関す

る施策を位置づけ、５つの施策で体系化しました。 

 

 《施策の方向》 

１．地域包括ケア

システムの推進・

深化 

（１）推進体制の強化 

（２）在宅医療と介護の連携の推進 

（４）地域ケア会議の推進 

（５）生活支援体制整備の推進 

（３）認知症施策の推進 

２．包括的な相談・

支援体制の充実 

（１）高齢者ほっと支援センターの機能強化 

（２）支え合う仕組みづくりの推進 

（３）介護者への支援 

３．健康づくり・

介護予防の推進 

（１）健康づくりの推進 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

（３）介護予防・重度化防止の推進 

４．介護保険サー

ビスの充実・強化 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

（３）サービスの質の確保・向上 

（４）介護人材の確保等 

５．住まい・日常

生活支援の充実 

（１）安心できる住まいの確保 

（２）生活支援の充実 

（３）権利擁護の充実 

（４）災害・交通安全・防犯体制の充実 

（５）感染症対策の推進 

《基本施策》 
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Ⅲ 高齢者福祉・介護保険事業施策の総合的展開について 

 

ここでは、第 5 章「高齢者福祉・介護保険事業施策の総合的展開」に掲載している主な取り

組みに対する施策の令和３年度における実施状況、担当課における自己評価及び今後の課題等

を記載します。 

 

 

＜実施状況、自己評価について＞ 

令和３度に実施した事業内容について記載し、事業に取り組んだ結果についての自己評価を

記載しました。 

評価については、以下の基準で表し、そのような評価をした理由と今後の課題等を記載して

います。（基本施策４「介護保険サービスの充実・強化」の一部を除きます。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・・・順調 または（目標を設定していれば）達成 

２・・・おおむね順調 または（目標を設定していれば）ほぼ達成だが、 

さらに工夫が必要 

１・・・検討が必要 

０・・・実施せず 
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＜計画全体の評価の結果について＞ 

各事業の評価数等については、下表のとおりとなっています。 

 

 

 

  

評価3 評価2 評価1 評価0

（1）推進体制の強化 2 2 1 0 0 1

（2）在宅医療と介護の連携の推進 5 5 4 1 0 0

（3）認知症施策の推進 5 5 4 1 0 0

（4）地域ケア会議の推進 3 3 2 0 0 1

（5）生活支援体制整備の推進 4 4 3 1 0 0

19 19 14 3 0 2

（1）高齢者ほっと支援センターの機能強化 2 2 0 1 1 0

（2）支え合う仕組みづくりの推進 3 3 1 2 0 0

（3）介護者への支援 2 2 1 1 0 0

7 7 2 4 1 0

（1）健康づくりの推進 13 17 7 8 0 2

（2）社会参加・生きがいづくりの推進 5 5 0 3 2 0

（3）介護予防・重度化防止の推進 9 10 8 2 0 0

27 32 15 13 2 2

（1）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 2 2 2 0 0 0

（2）居宅・地域密着・施設サービスの充実

（3）サービスの質の確保・向上 5 5 1 3 0 1

（４）介護人材の確保 8 8 2 0 4 2

15 15 5 3 4 3

（1）安心できる住まいの確保 6 6 5 1 0 0

（2）生活支援の充実 5 5 4 1 0 0

（3）権利擁護の充実 4 4 1 3 0 0

（4）災害・交通安全・防犯体制の充実 3 5 1 4 0 0

（５）感染症対策の推進 1 1 1 0 0 0

19 21 12 9 0 0

87 94 48 32 7 7

100% 51% 34% 7% 7%

※一つの事業を複数の担当課が実施し、評価は担当課ごとに行っているため、事業数と評価数は一致していません。

※基本施策４「介護保険サービスの充実・強化」についての評価はなく、計画値と実績値の比較のみ掲載しています。

評価の割合

2
包括的な相談・支
援体制の充実

基本施策2の計

3
健康づくり・介護
予防の推進

基本施策3の計

4
介護保険サービス
の充実・強化

基本施策4の計

5
住まい・日常生活
支援の充実

基本施策5の計

合計

基本施策1の計

基本施策 施策の方向 事業数 評価数

1
地域包括ケアシス
テムの推進・深化
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１．地域包括ケアシステムの推進・深化 

 

（１）推進体制の強化 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

1-(1)-1 

東大和市地域包括ケアシステムの推進（地域包括ケア推進課） 

地域包括ケア推進会

議及び３つの専門部

会（（在宅医療介護連携

推進部会、認知症対策

推進部会、生活支援体

制整備推進部会）を開

催し、医師会（・歯科医

師会（・薬剤師会（・介護

事業所等、地域の関係

団体と、現状や課題、

地域で目指す理想像

（目標）を共有し、具

体的な対応策を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

必要な課題

の検討、情報

共有を図り

ます。 

・地域包括ケア推進会議 ２回

（オンライン） 

・在宅医療介護連携推進部会 

３回（対面１回、オンライン２回） 

・認知症対策推進部会 ２回（オ

ンライン） 

・生活支援体制整備推進部会 

３回（書面１回、オンライン２回） 

それぞれの会議において、課題

の検討、情報の共有を図りまし

た。 

３ コロナ禍であっても、オンラ

イン形式で開催し、課題の検

討や情報共有を図ることが

できたため。 

 

引き続き、会議を通じて地域

の関係団体と顔の見える関

係作りに努めていきます。 

1-(1)-2 

地域包括ケアシステムについての市民に対する普及啓発（地域包括ケア推進課） 

当市における地域包

括ケアシステムにつ

いての理解促進を目

的に、講演会等を開催

し、市民への普及啓発

を行います。 

 

市民に対す

る講演会を

開催し、３か

年で延３０

０人の参加

者を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止の観点から実施し

ませんでした。 

０ 新型コロナウイルス感染症の

感染状況を踏まえて実施を

検討していきます。 

 



10 

 

（２）在宅医療と介護の連携の推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

1-(2)-3 

医療・介護資源の情報整理と活用（地域包括ケア推進課） 

【市民向け】 

在宅療養をする上で必

要となるかかりつけ医

療機関やかかりつけ歯

科医師（・薬局等の情報を

収集し、市民に周知しま

す。 

【専門職向け】 

在宅療養に取り組む上

で必要な情報や機能を

医療（・介護等事業所から

収集し、専門職間で共有

します。 

在宅看取り

を進めてい

く上で必要

となる、訪

問診療や訪

問歯科診療

を実施する

医療機関等

の情報を収

集・発信し

ます。 

【市民向け】在宅療養を選択肢

の一つとして検討できるよう

「在宅療養ハンドブック」の作成

を検討した。また、市内の往診・

訪問診療を行っている医療機

関の情報シートを更新し、市公

式ホームページで周知しまし

た。 

【専門職向け】 

在宅療養を進める上で必要な

情報を一覧にした情報シート

（市内の訪問看護事業者連絡会

と薬剤師会に依頼して平成 30

年度に作成）について、内容の

更新を行い、市内の介護サービ

ス事業所等へ配布しました。 

 

 

 

 

２ 在宅療養ハンドブックの作

成に着手できた。また、情

報シートを医療機関や介護

サービス事業所へ情報提

供したことにより、多職種

間の連携強化につながっ

たため。 

 

今後も新たな地域の資源

を把握するとともに、情報

提供を行っていきます。 

加えて、在宅療養ハンドブ

ックの完成を目指していき

ます。 

1-(2)-4 

切れ目のない、在宅医療・介護提供体制の構築（地域包括ケア推進課） 

医師会、歯科医師会、薬

剤師会及び多職種との

連携に加え、地域包括ケ

ア推進会議の一つであ

る在宅医療介護連携推

進部会の開催を通して、

切れ目のない医療介護

提供体制の構築に向け

た取組内容を検討しま

す。 

また、在宅認知症に対す

る支援体制の構築も検

討します。 

 

 

 

地域包括ケ

ア推進会議

で共有する

課題等を解

決するため

に、在宅医

療介護連携

推進部会で

必要な取組

案を検討し

ます。 

多職種間の円滑な連携を図る

ことを目的に、医療・介護連携

シートを作成し、介護事業所と

医療機関での本格運用を開始

した。加えて在宅療養や、アド

バンス・ケア・プランニング

（ACP）の普及啓発に関する取

組について検討しました。 

３ 在宅医療介護連携推進部

会において、在宅医療介護

連携に関する取り組みとし

て、医療・介護連携シートの

本格運用を行うことができ

たため。 

 

今後、在宅療養ハンドブッ

クの作成を通じて在宅認知

症患者に対する支援体制

の構築に向けた取組を検

討していきます。 
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1-(2)-5 

在宅療養生活を支えるための多職種情報共有体制の構築（地域包括ケア推進課） 

在宅で療養する高齢者

の情報を多職種間で円

滑に共有できるよう、Ｉ

ＣＴネットワークの運

用方法について検討を

行います。 

また、災害時や感染症の

拡大等の緊急時、事業所

間の連絡（・応援体制の構

築等、切れ目ないサービ

スの提供体制の構築に

向けた検討を行います。 

これまでに

構築したネ

ットワーク

の有用性を

評価し、必

要に応じて

運用等の見

直しを行い

ます。 

大規模災害

等、有事の

際に ICT（を

活用した事

業 所 間 連

絡・応援態

勢の構築に

ついて検討

します。 

 

 

 

 

 

 

平成28年度から東大和市医師

会が多職種情報共有ツールと

して導入した、ICTシステムに

ついて、市内医療機関及び介

護サービス事業所等への普及

の支援を行いました。 

ICTシステム参加事業所数：

116事業所 

ID発行数（令和３年度末現

在）：398 

 

在宅医療介護連携推進部会に

おいて、災害時や感染症の拡

大等の緊急時、事業所間の連

絡・応援体制の構築等、切れ目

ないサービスの提供体制の構

築に向けた検討を行いました。 

３ 市内の医療機関及び介護

サービス事業所における

ICTシステムのID発行数

が、令和２年度末から増加

したことに加え、災害時や

感染症の拡大等の緊急時

における事業所間の連絡・

応援体制の構築等、切れ目

ないサービスの提供体制

の構築に向けた検討を行

ったため。 

 

今後も ICT システムの更

なる利便性の向上に向け

て、東大和市医師会やケア

マネジャー等と調整し必要

な支援を行います。 

1-(2)-6 

地域における多職種連携研修会の開催（地域包括ケア推進課） 

専門職に対して、在宅療

養に必要な専門知識の

習得を目的とした研修

会を開催します。また、

研修会の参加を通して、

現場で相談し合える関

係を構築します。 

市 内 の 医

師、歯科医

師等が有す

る専門知識

を多職種間

で共有し、

実務に活か

せる研修会

を開催しま

す。 

在宅医療・介護連携推進のため

の多職種連携研修会をオンラ

インで開催し、医療、介護関係

者等の専門職が参加しました。 

＜テーマ＞ 

「ケアマネジャーの仕事を知っ

てよりよい連携をしよう！」 

参加者数：77人 

３ 地域包括ケア推進会議専

門部会の一つである、在宅

医療介護連携推進部会で

の検討や、医療関係者等か

らの意見をもとに、専門職

のニーズに合った研修会を

開催することができた。 

 

今後も在宅医療介護連携

に関するテーマの研修会を

開催していきます。 
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1-(2)-7 

在宅療養・終末期・看取りについての市民に対する普及啓発（地域包括ケア推進課） 

住み慣れた地域で人生

の最期を過ごすために、

市民一人ひとりが、「本

人の選択及び家族等の

心構え」についての重要

性を理解することが重

要であることから、アド

バンス・ケア・プランニ

ング（（ＣＣ））について

の講演会の開催や、各種

広報媒体を活用し、市民

への普及啓発を行いま

す。 

【在宅介護

実態調査】 

「人生の最

終段階にお

けるケア方

針について

親しい人と

話し合った

ことがある

高齢者の割

合（％）」 

令和5年度（ 

50％ 

（ （ 参考）（

平成 31 年

度 45.3％ 

厚生労働省が定めた「人生会議

の日」（11 月 30 日）」に合わ

せ、市報において令和２年度に

作成した「人生会議」について

の動画を紹介する記事を掲載

するとともに、市公式 SNS に

おいても紹介を行いました。 

また、動画について報道機関に

情報提供し、新聞紙で紹介され

ました。 

中央図書館において、「終活」に

関する企画図書展を実施しま

した。 

３ 講演会については新型コ

ロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から実施

しなかったが、市民に対し

て各種広報媒体を通じて

ACP の普及啓発を行うこ

とができたため。 

 

今後も市民に対して普及

啓発を行っていきます。 

 

 

（３）認知症施策の推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

1-(3)-8 

認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座の実施とチームオレンジの設置の検討 

（地域包括ケア推進課） 

認知症に関する正しい

知識と理解をもって、地

域や職域で認知症の人

や家族を手助けする認

知症サポーターを養成

します。また、より実際

の活動をつなげるため

の講座（（ステップアップ

講座）を実施し、チーム

オレンジ設置に向けた

検討を行います。 

【認知症サ

ポーター養

成者数】 

３か年で延

６００人の

認知症サポ

ーターを養

成します。

また、チー

ムオレンジ 

についての

情報収集及

び設置に向

けた検討を

行います。 

認知症サポーター養成講座を

開催し、４１６人の認知症サポ

ーターを養成しました。 

 

【開催実績】 

・新規採用職員対象：1回 

・定期開催：３回（うち１回はオ

ンライン開催） 

・団体等：７回（うち４回は小学

生及び中学生を対象に実施） 

２ 定期開催では、オンライン

での開催も実施した。ま

た、成人に加え、小学生及

び中学生に対し実施したこ

とで、多世代に対し認知症

への正しい理解を普及する

ことができたため。 

 

ステップアップ講座につい

ては、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止の

観点から、実施しませんで

した。 

 

引き続き、チームオレンジ

の設置に向けた検討及び

情報収集を行います。 
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1-(3)-9 

高齢者が身近に通える場の拡充・創設（地域包括ケア推進課） 

通いの場等に対して、各

高齢者ほっと支援セン

ターに配置した認知症

地域支援推進員を中心

に、認知症予防に根拠の

ある取組等についての

情報提供等、活動の拡充

や創設に向けた支援を

行います。 

通いの場等

の主催者や

参加者に対

する認知症

予防にエビ

デンスのあ

る情報の提

供や認知症

地域支援推

進員等専門

職の派遣等

を 行 い ま

す。 

 

認知症地域支援推進員によ

る、物忘れ相談会を清原・新堀

地区を対象に開催しました。 

参加回数：２回 

参加者数：１４人 

３ 認知症関連の様々な資料

を設置し、自由に参加いた

だける場を設け、情報提供

を行うことができたため。 

 

今後は、他の地域での開催

を検討するとともに、既存

の通いの場等へ情報提供

等を行います。 

1-(3)-10 

専門職向けの研修の実施（地域包括ケア推進課） 

認知症の人の意思が尊

重され、それぞれの状況

に応じて適切な介護サ

ービスを利用すること

ができるよう、介護従事

者の認知症対応力の向

上に資する研修等を開

催します。 

研修の開催

を通して、

認知症の人

の意思を尊

重した適切

なケアを行

うことがで

きるよう、

介護従事者

のケアの質

の向上を目

指します。 

 

専門職向け研修をオンライン

で開催し、高齢者の免許自主

返納及び運転免許証更新時の

認知症検診の状況や、シニアカ

ーの紹介等を行いました。 

 

参加者：２8人 

講師：東大和警察署職員 

協力者：シニアカー４社 

３ 新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から、オン

ライン開催とし、高齢者の

交通事故や免許自主返納

など、日々の業務の対応に

活かせる講演を開催でき

たため。 

 

引続き介護従事者のケア

の質の向上に繋がる研修

を実施します。 

1-(3)-11 

認知症検診推進事業の実施や認知症初期集中支援チームの活用等による認知症の早期発見・早期対応 

（地域包括ケア推進課） 

認知症検診の実施によ

り、認知症の早期発見・

早期診断につなげます。 

また、認知症の人やその

家族に対し、かかりつけ

医や、認知症疾患医療セ

ンター、認知症初期集中

支援チーム、認知症地域

支援推進員や医療（・介護

事業所等が連携して支

援を行います。 

認知症検診

推進事業及

び認知症初

期集中支援

チームの評

価を行い、

より効果的

な実施方法

を検討しま

す。 

・認知症検診 

年度年齢 75 歳の方を対象に

認知症普及啓発及び認知症検

診の受診へ繋ぐチェックリスト

を送付しました。 

対象者数：８８１人 

受診者数： ２３人 

・初期集中支援チーム 

活動件数：新規１件 

初期集中支援会議（高齢者ほ

３ 認知症について、正しい知

識の普及啓発を行い、検診

受診率も前年度の０．８％

から２．６％に向上し、早期

発見に繋げることができた

ため。 

 

件数は少ないが認知症初

期集中支援チームの稼働

実績もあり、関係機関との
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さらに、65（歳未満で認

知症を発症した（「若年性

認知症」の方を早期に支

援に結び付けるため、相

談窓口の充実を図りま

す。 

 

っと支援センターや市担当者

との会議）：３回 

連携も円滑に行われたた

め。 

1-(3)-12 

市民参加型の認知症になっても住みやすいまちづくり（地域包括ケア推進課） 

認知症サポーター養成

講座に加え、認知症の理

解促進に関する市民向

け講演会の開催等、認知

症についての普及啓発

活動を通じ、地域の見守

り体制を構築します。 

また、身元不明者に対す

る対応について、速やか

に身元が分かるような

仕組みを構築します。 

【認知症に

ついての相

談窓口を知

っている人

の割合】 

令和5年度（ 

33％ 

（参考）平

成 31年度（ 

27.2％ 

チームオレ

ンジについ

ての情報収

集及び設置

に向けた検

討を行いま

す。（再掲） 

既存の地域

の見守り体

制等（（制度）

と認知症サ

ポーター等

の連携によ

り、認知症

の人への見

守り体制を

強 化 し ま

す。 

身元不明者

の対応につ

いて、速や

かに身元が

分 か る よ

う、市民に

広く協力を

依頼できる

認知症になっても住み慣れた

地域で安心して生活ができる

よう、認知症の正しい知識や

理解を深めていただくため、

市民向け学習会を開催しまし

た。 

 

講師：認知症地域支援推進員 

参加人数：３８人 

 

この他、市報への特集記事の

掲載や中央図書館での認知症

に係る企画展示を実施しまし

た。 

また、認知症対策推進部会に

おいて、身元不明者対応に係

る仕組みづくりについて検討

しました。 

３ 認知症についての普及啓

発を行うことができたた

め。 

 

引続き、身元不明者対応や

チームオレンジの設置に向

けた検討及び情報収集を

行います。 
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方法と仕組

みを構築し

ます。 

認知症にな

っても生き

がいをもっ

て暮らし続

けることが

で き る よ

う、農福連

携事業につ

いての情報 

収集と検討

を 行 い ま

す。 

 

 

 

 

 

（４）地域ケア会議の推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

1-(4)-13 

小地域ケア会議の開催（地域包括ケア推進課） 

高齢者ほっと支援セン

ター及び居宅介護支援

専門員、その他関係機関

の担当者が、困難事例等

の個別ケースを対象に

小地域ケア会議を開催

します。 

また、高齢者ほっと支援

センター職員及び居宅

介護支援専門員等を対

象とした研修を実施し、

担当者のスキルアップ

を図ります。 

地域課題の

抽出及び定

期的な会議

開催並びに

解決事例の

共有化を図

ります。 

・小地域ケア会議 

開催回数：9回 

延参加者数：121人 

 

・地域ケア会議研修会 

地域ケア会議の意義や重要性

とともに、会議の展開や検討

事項について学ぶことを目的

として、オンラインにて講師に

よる講義及びグループワーク

を実施しました。 

開催回数：3回  

延参加者数：77人 

 

 

 

 

３ コロナ禍の中であっても、

オンライン等を活用し、開

催方法を工夫しながら、事

例の検討を実施し、また会

議の意義について研修を

行うことができたため。 
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1-(4)-14 

地区別地域ケア会議の開催（地域包括ケア推進課） 

緊急性の高いケースや、

困難ケース、自立支援・

重度化防止（・介護予防に

関するケース等のケア

マネジメントを、多職種

が連携して実施し、課題

の共有や、具体的な対応

策を検討します。 

 

定期的な会

議 を 開 催

し、地域課

題を検討し

ます。 

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から実施

しませんでした。 

0 左記のとおり。 

 

感染対策を徹底した方法

で実施を検討します。 

1-(4)-15 

地域ケア全体会の開催（地域包括ケア推進課） 

地区別地域ケア会議で

抽出した地域課題から

市全域に共通する課題

を抽出し、その課題をテ

ーマにした地域ケア全

体会を開催します。 

会議での意

見 を 集 約

し、関係機

関へ検討課

題を提案し

ます。 

３か年で延

３００人の

参加を目指

します。 

小地域ケア会議で抽出した課

題から市全体に共通する課題

を抽出し、その課題をテーマに

した地域ケア全体会を開催し

ました。 

参加者数：134人 

＜テーマ＞ 

「地域のネットワークづくり～

点を線にするシステムづくり

～」 

３ コロナ禍の中であっても、

オンライン等を活用し、開

催方法を工夫しながら地域

の共通課題について、多職

種が協働し、課題解決のた

めの具体的な方策を検討

することができたため。 

 

今後も引き続き実施し、地

域の課題解決につなげて

いきます。 

 

 

（５）生活支援体制整備の推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

1-(5)-16 

第２層協議体を活用した社会資源の発見と開発（地域包括ケア推進課） 

市内７圏域に設置した第

２層協議体の活動を通じ

て、地域の困りごとや、災

害時の連携体制等につい

ての検討を行います。 

様々な世代が協力し合う

ことで、地域の中で個人

が孤立したり、負担が偏

ったりしないよう、支援

の仕組みを検討します。 

 

第２層協議

体が地域の

課題を抽出

し、課題解

決に向けた

取組を進め

ます。 

地域で不足する資源の掘り

起こし、及び解決策の協議の

ため、地域住民が主体とな

り、定期的に地域課題等の情

報共有やコミュニティ間の連

携強化を行う場として、７圏

域で第２層協議体を設置し、

活動を実施しました。 

延会議開催数：41回 

３ 市内７圏域において第２層

協議体を実施し、各協議体

でコロナ禍でもできる活動

として、地域の需要の掘り

起こしや資源の開発を進め

られたため。 

 

今後も引き続き、地域資源

の開発について検討しま

す。 
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1-(5)-17 

生活支援コーディネーターを活用した高齢者のニーズ把握とサービスとのマッチングの推進 

（地域包括ケア推進課） 

市内全域を担当する第１

層生活支援コーディネー

ターと市内３圏域に配置

した第２層生活支援コー

ディネーターを活用し、

地域における関係者と協

力しながら、関係者間の

ネットワーク化を図りま

す。 

また、生活支援コーディ

ネーターを介して地域で

生活する高齢者のニーズ

とサービスとのマッチン

グを行うほか、社会資源

の把握やサロン等の「通

いの場」の創出を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

各地域のサ

ロン活動等

からの情報

をもとに、

活動希望者

と通いの場

のマッチン

グを実施し

ます。 

市内の高齢者ほっと支援セン

ターに配置した第２層生活支

援コーディネーターが、各担

当地域のサロン活動等に定

期的に訪問し、参加者から活

動状況についての情報を収

集し、活動を希望する方に情

報提供等を行いました。 

３ 各地域のサロン活動等から

の情報をもとに、活動希望

者と集いの場のマッチング

を行ったため。 

 

今後も定期的に情報収集

及び提供を行います。 

1-(5)-18 

生活支援体制の整備推進（地域包括ケア推進課） 

地域包括ケア推進会議の

一つである生活支援体制

整備推進部会（第１層協

議体）を活用し、地域活動

の活性化につながるよ

う、高齢者の社会参加の

促進を支援します。 

地域包括ケ

ア推進会議

で共有する

地域課題等

を解決する

ために、第

１層協議体

で必要な取

組案を検討

します。 

生活支援体制整備推進部会

において、地域課題の一つで

ある移動支援についての検

討や、高齢者の社会参加促進

のため市民向けのイベントの

企画を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点に

より、協議体で検討した市

民向けのイベントが中止に

なるなどしたため。 

 

現状でも可能な開催内容

や規模を検討していきま

す。 
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1-(5)-19 

通いの場及び社会資源についての市民に対する普及啓発（地域包括ケア推進課） 

生活支援体制整備広報紙

「てとてとて」の定期発

行の継続に加え、市民へ

の認知度向上のための取

組を展開します。 

第２層協議体の活動内容

についても、情報の共有

化を図ります。 

広報紙等の

発行を通じ

て情報発信

と、新たな

地域資源の

発掘を行い

ます。 

年３回定期

的に発行・

配布し、周

知を図りま

す。 

 

 

広報紙「てとてとて」を３回発

行し、地域資源や第２層協議

体の活動について情報発信

を行いました。 

 

 

３ コロナ禍でも役立つ、地域

資源に関する情報を、市民

に対し発信することが出来

たため。 

 

 

２．包括的な相談・支援体制の充実 

 

（１）高齢者ほっと支援センターの機能強化 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

2-(1)-20 

高齢者ほっと支援センターの体制強化（地域包括ケア推進課） 

担当高齢者数の増加と

とともに、複合的課題

を抱えた困難事例も増

加していることを踏ま

え、１センター当たり

の担当高齢者数が６千

人程度になるよう、高

齢者ほっと支援センタ

ーの増設に向けた準備

を行います。 

 

 

 

 

 

高齢者ほっと

支援センター

の増設に向け

た、日常生活

圏域の見直し

と、設置に向

けた諸準備を

進めます。 

高齢者ほっと支援センターの

増設に向けて、地域包括支援

センター運営協議会での検討

を行い、日常生活圏域を４圏域

に見直しました。 

また、委託事業者の選定にあ

たりプロポーザルを実施し、優

先交渉権者を決定しました。 

２ 高齢者ほっと支援センター

の増設に向けた準備を行え

たため。 

 

引き続き、高齢者ほっと支

援センターの増設に向けた

諸準備を行います。 
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2-(1)-21 

重層的支援体制整備事業との連携（地域包括ケア推進課） 

重層的支援体制整備事

業と連携した、包括的

な相談・支援体制の整

備、高齢者ほっと支援

センターの機能強化を

図ります。 

重層的支援体

制整備事業の

包括的相談支

援事業との連

携を図りま

す。 

 

 

重層的支援体制の整備に向け

て、研修への参加等を通じて

情報収集に努めました。 

１ 関係課と連携し、重層的支

援体制の整備に向けて検

討していきます。 

 

（２）支え合う仕組みづくりの推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

2-(2)-22 

高齢者見守りぼっくすによる相談・支援（地域包括ケア推進課） 

高齢者見守りぼっくす

の相談員が地域の高齢

者宅を戸別訪問し、地域

での見守りを必要とす

る高齢者に対し、関係機

関と連携しながら支援

を行います。また、緊急

時の通報機器の設置相

談に応じるとともに、高

齢者やその家族、地域住

民等からの相談に応じ、

必要な支援を行います。 

高齢者やその

家族に対して

個別訪問等を

行うことによ

り、高齢者見守

りぼっくすの

認知度の向上

と、地域での見

守りを必要と

する高齢者及

び緊急時の通

報機器設置世

帯数の増加に

努めます。 

【緊急時の通

報機器設置世

帯数】 

令和３年度 

268（世帯 

令和４年度 

279（世帯 

令和５年度 

285（世帯 

 

 

 

 

高齢者の見守り支援、相談

支援を実施しました。 

緊急時の通報機器設置世帯

数：272世帯 

 ２ 高齢者見守りぼっくす事業

について、徐々に市民に認

知されつつあり、緊急時の

通報機器の設置数も増え

ているため。 

 

引き続き、認知度を向上さ

せるため、更なるＰＲを行

います。 
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2-(2)-23 

子ども・高齢者見守りネットワーク～大きな和～による見守り 

（子ども家庭支援センター、地域包括ケア推進課） 

社会福祉協議会がコー

ディネートし、地域で活

動する団体や事業所の

方々が日常業務の中で

さりげなく見守りを行

い、何らかの異変に気づ

いた場合には、市（（地域

包括ケア推進課（・子ども

家庭支援センター）・高

齢者ほっと支援センタ

ー・高齢者見守りぼっく

すへの連絡により、緊急

対応を行います。 

 

協力機関の拡

大を図ること

による、更なる

見守り体制の

充実を図りま

す。 

「東大和市子ども・高齢者見

守りネットワーク～大きな

和～」の趣旨に賛同する団

体や事業者の協力を得て、

高齢者及び子どものさりげ

ない見守りを行いました。 

 

協力機関数（令和３年度末

現在）：70事業所 

３ 協力機関からの通報によ

り、市が緊急対応を行うこ

とができた。 

 

新たな協力機関の拡大や

既存の協力機関内の事業

周知などを図りつつ、継続

して実施します。 

2-(2)-24 

見守り・声かけ活動（福祉推進課） 

高齢者が地域で安心し

て暮らせるように、地域

ごとにボランティア組

織を設置し、地域の見守

りや声かけを行ってい

る社会福祉協議会を支

援します。 

見守り・声かけ

を必要として

いる潜在的な

高齢者の把握

に努めます。 

社会福祉協議会が実施する

ふれあいまちづくり事業に

補助をしました。 

２ 補助を通じて事業の支援

ができたため。 

 

今後、高齢化が進む中で、

見守り・声かけを必要とし

ている潜在的な高齢者の

方をどのように登録へ結

びつけるかを検討していき

ます。 

 

 

（３）介護者への支援 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

2-(3)-25 

家族介護者の会への支援（地域包括ケア推進課） 

市内にある家族介護

者の会が継続して活

動できるように市報

掲載や施設の利用に

関して支援します。 

 

 

活動で使用

する会場の

確保や広報

等について

支援します。 

市内にある家族介護者の会への

活動支援として、市報掲載や会

場確保等を行いました。 

３ 要望があった団体の支援

を十分行うことができた。 

 

今後について、従来以外の

方法での支援についても

模索していきます。 
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2-(3)-26 

ケアラー支援事業（地域包括ケア推進課） 

介護者がそれぞれの

不安や悩みを話し合

うとともに、認知症（・

介護に関する理解を

深められるよう支援

します。 

より多くの

介護者等に

参加しても

らえるよう

広報等の充

実を図ると

ともに、民間

事業者との

連携を生か

す等により

事業内容を

充実させま

す。 

介護者等を対象に、介護に対す

る気持ちの整理方法や不安や悩

み等の個別相談を行しました。 

また、参加者が、それぞれの不安

や悩みを話し合うとともに、認

知症・介護に関するミニ講座等

を楽しむことができるケアラー

ズカフェを６回開催しました。 

※ケアラーズカフェについて全１

２回のところ、うち６回は新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大

防止の観点から中止。 

＜個別相談＞ 

相談延件数：１2件 

＜ケアラーズカフェ＞ 

 参加延人数：２３人 

＜その他＞ 

ミニ講座：３回 

講演会：１回 

上映会：１回 

 

２ ミニ講座や講演会を実施

し、一定程度の支援ができ

たため。 

 

コロナ禍で対面での支援の

機会を確保することが難し

い中で、どういう形で支援

を継続していくか検討して

いきます。 

 

３．健康づくり・介護予防の推進 

 

（１）健康づくりの推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

3-(1)-27 

各健（検）診（健康推進課） 

「健康増進法」に基づく

各健（検）診を実施し 

ます。 

 

 

 

 

 

２ つ の 健

（検）診を

組み合わせ

て行うこと

により、利

便性を図り

健（（検）診受

診率を増や

します。 

・無保険者等を対象に健康診

査（生活習慣病等の検査）を実

施しました。 

・無保険者等健康診査 

受診者数：395人 

・がん検診（胃がん、子宮がん、

肺がん、乳がん、大腸がん、前

立腺がん、胃がんリスク検査） 

受診者数：7,195人 

・肝炎ウイルス検診・骨粗鬆症

２ 検診を同時受診する機会

を創出することで、検診率

の向上につながったため。 

 

今後は、さらなる検診率向

上のため、同時受診可能で

ある検診を引き続き検討し

ていきます。 



22 

 

検診 

受診者数 1,083人 

・新たなステージに入ったがん

検診 

受診者数 165人 

・成人健康診査等で大腸がん

検診あるいは前立腺がん検診

を同時実施 

大腸がん検診同時受診者 

264名 

前立腺がん検診同時受診者 

293名 

肺がん検診と同時に大腸がん

検診を同時実施 

同時受診者 727名 

 

3-(1)-28 

健康ウォーキング事業（健康推進課・生涯学習課） 

市民の健康増進（・スポー

ツ習慣定着を目的に、ウ

ォーキングマップの活

用等の情報提供を行い

ます。 

東大和市体育協会が主

催する（「歩こう会」につ

いて、参加する高齢者の

健康増進が図れるよう、

引き続き、運営支援等を

行います。 

ツールの活

用や事業へ

の参加によ

り日常的に

運動してい

る人を増や

します。 

東大和市体

育協会と連

携した「歩

こう会」の

運営支援等

を 行 い ま

す。 

【健康推進課】 

ウォーキングマップの市内各施

設での配布や、特定保健指導

の通知への同封、成人保健事

業の参加者に配布しました。 

また、アプリ｢東大和スタイル」

へウォーキングマップのデータ

を掲載し、歩数計、カロリー計

算機能の利用方法についても

掲載しました。 

・生活習慣病予防教室 年2回

（延べ 23人） 

・女性のいきいき健康教室 年

2回（延べ８人） 

・いきいきヘルシー教室 年 2

回（延べ１８人） 

・アプリDL数：213件、マップ

配布数：1,355冊 

３ アプリへの掲載や特定保健

指導通知への同封、成人保

健事業で配布するなど、運

動習慣定着のきっかけ作り

を行うことができたため。 

 

今後も引き続き市民の健

康増進に向けた情報提供

を継続していきます。 

【生涯学習課】 

健康増進を目的に、東大和市

体育協会が主催し、市が運営

支援等を行っている「歩こう

会」は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の観点か

ら中止としました。 

 

０ 左記のとおり。 

 

今後は新型コロナウイルス

感染症の状況を見ながら

対策等を講じ、実施できる

よう、運営支援等に取り組

みます。 
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3-(1)-29 

健康啓発教育事業（健康推進課） 

市報や市公式ホームペ

ージなどを活用し、健

（検）診や健康教室につ

いての啓発周知を行っ

ていきます。 

 

健康づくり

カレンダー

等を通じた

健（（検）診の

申込み日程

や実施期間

の周知、事

業の紹介等

を 行 い ま

す。 

 

健康づくりカレンダーを作成

し、健（検）診事業、健康教室の

申込み日程や実施期間を掲載

して、市民に全戸配布し、啓発

周知を行いました。 

作成部数：42,000部 

３ 全戸配布することで健（検）

診事業や健康教室日程等

について周知できたため。 

 

今後も引き続き、健康カレ

ンダーを全戸配布すること

で情報を周知していきま

す。 

3-(1)-30 

健康相談事業（健康推進課） 

専門医による心の健康

相談（（予約制）を実施し、

心の健康についての市

民の相談を受けるほか、

電話（・窓口で保健師や看

護師が心の健康につい

ての相談に対応します。 

専門医や保

健師・看護

師による対

応の継続を

図ります。 

・専門医による心の健康相談

（予約制）を 10回実施し、心の

健康についての市民の相談を

受けました。 

相談件数：20件 

・電話窓口で保健師や看護師

が心の健康についての相談に

随時、対応しました。 

相談件数：５３件 

 

２ 市民からの心の相談には、

専門医によるものと、保健

師・看護師によるもので対

応できたため。 

 

今後も継続して相談を実

施していきます。 

3-(1)-31 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の対策（健康推進課・保険年金課） 

たばこの健康への影響

を理解し、発症予防、早

期発見、早期治療により

重症化を防止するため、

ＣＯ）Ｄ（慢性閉塞性肺

疾患）についての認知度

を高めるための情報提

供を行います。 

医療機関等

と連携を図

り、ＣＯ）

Ｄ（慢性閉

塞 性 肺 疾

患）の認知

度向上を目

指します。 

【健康推進課】 

成人保健事業でたばこの健康

影響に関する相談等があった

場合について、医療機関と連

携するためのＣＯＰＤ（慢性閉

塞性肺疾患）に関する情報収

集を行いました。 

２ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾

患）の認知度向上のための

連携構築の準備ができた

ため。 

 

今後は医療機関等と連携

し認知度の向上に向け情

報提供を行っていきます。 

国民健康保険加入者の

うち、特定健康診査の問

診やレセプトデータの

分析等から抽出された

喫煙者に向けて、禁煙を

促すとともに、禁煙外来

の受診を勧奨します。 

禁煙外来受

診者２０人

を目指しま

す。 

【保険年金課】 

平成31年度から、国民健康保

険加入者で喫煙習慣のある方

に、COPD（慢性閉塞性肺疾

患）の周知や健康に及ぼすリス

クをお知らせする通知を送付

し、喫煙習慣の見直しを促しま

した。 

送付件数：326件 

２ 国民健康保険加入者に対

しては、東大和市医師会と

の連携により、禁煙外来受

診や併発症の抑制への取

組を強化していきます。 
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3-(1)-32 

歯と口腔の健康に関する講演会（健康推進課） 

歯と口腔の健康が、全身

の健康に深く影響する

こと等の正しい知識の

普及を図ります。 

 

 

 

オーラルフ

レ イ ル な

ど、歯と口

腔の健康が

全身の健康

と関連する

こと等正し

い知識の普

及を図りま

す。 

 

 

 

歯と口腔の健康と健康寿命と

の関連について情報収集を行

い、加齢に基づく口腔機能低

下防止のための周知に関する

準備を行いました。 

２ 高齢者の口腔機能低下防

止に関する周知事業の準

備が適切に行えたため。 

 

今後は周知に関する取組

を行っていきます。 

3-(1)-33 

成人歯科健康診査事業（健康推進課） 

原則としてかかりつけ

医をもたない人を対象

に、検診を実施し、定期

的な歯のチェックと歯

周疾患の早期発見（・治療

を推進します。 

対象の拡充

による受診

者 を 増 や

し、かかり

つけ歯科医

の定着を進

めます。 

３０、４０、５０、６０、７０歳の市

民及び７６、８０、８５歳の無保

険者等を対象に、成人歯科検

診の通知により検診の受診を

勧奨し、受診者の増加を図りま

した。 

検診受診者数：２２３件 

２ 原則としてかかりつけ医を

もたない方を対象に、検診

を実施し、定期的な歯と口

腔の状態のチェックと歯周

疾患の早期発見・治療を推

進できたため。 

 

今後も引き続き継続して実

施していきます。 

 

 

 

3-(1)-34 

後期高齢者医療歯科健康診査（保険年金課） 

一定期間、歯科受診をさ

れていない人を対象に、

歯科検診を実施するこ

とで、歯周疾患を早期に

発見し、早期治療につな

げます。 

歯科口腔の

重要性を啓

発し、かか

りつけ歯科

医の定着を

進めます。 

被保険者を対象に市内の指定

歯科医療機関にて、歯科健康

診査を実施しました。（平成３１

年度から実施） 

 

対象者数:2,383人 

受診者数: 121人 

受診率：5％ 

３ 東京都後期高齢者医療広

域連合の定める目標受診

率（2％）を達成したため。 

 

申込者数に対する受診者

数が約半数であったため、

健診申込時の案内や通知

内容を見直し、健診申込者

の受診率の向上を目指し

ていきます。 
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3-(1)-35 

歯科医療連携推進事業（健康推進課） 

在宅歯科医療を充実さ

せるため、関係機関の協 

力を得て、高齢者、障害

者等が身近な地域で必

要な歯科医療が受けら

れるよう、関係機関の連

携を推進します。 

 

様々な機会

を活用した

事業の周知

と、訪問歯

科診療の充

実を図りま

す。 

在宅訪問歯科診療を定着させ

るため、歯科医療連携事業のＰ

Ｒとして開催している「なんで

も聞こう！無料歯科相談」は、

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から中止

としました。 

訪問歯科診療は東大和市歯科

医師会の協力を得て実施しま

した。 

延べ訪問回数：654回 

 

市民を対象に飲み込み機能維

持と地域支援について摂食嚥

下講演会を実施しました。 

参加者：16人 

 

２ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点か

ら中止とした事業もある

が、感染対策をしたうえで

訪問歯科診療や講演会は

実施し、事業の周知や充実

を図れたため。 

 

今後も引き続き継続して実

施していきます。 

3-(1)-36 

こころの健康づくり講演会（健康推進課） 

こころの健康づくりや

自殺防止についての講

演会を開催し、普及啓発

を行います。 

不安やスト

レスがある

ときの対処

方法を知っ

ている人の

割合の向上

を目指しま

す。 

 

ゲートキーパー養成講座は新

型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止の観点から中止と

しました。 

０ 左記のとおり。 

 

今後は、新型コロナウイル

ス感染症の流行状況を判

断しながら、実施について

検討していきます。 

 

3-(1)-37 

運動器症候群（ロコモティブシンドローム）の周知（健康推進課） 

運動器の障害のために

自立度が低下し、介護が

必要となる可能性が高

い状態であるロコモテ

ィブシンドローム（（運動

器症候群）の予防に効果

的な運動などの情報提

供を行います。 

高齢者の筋

力低下や骨

粗鬆症の予

防について

の健康教育

を実施しま

す。 

運動器症候群に関する講習会

を実施しました。 

＜いきいきヘルシー教室＞ 

前期テーマ： 「ボクササイズで

全身を引き締めましょう」 

参加者：延７人 

後期テーマ：「 正月太りをリセ

ットしませんか」 

参加者：延 4人 

＜女性のいきいき健康教室＞ 

前期テーマ：「理想のお尻を目

指しましょう」 

２ 運動器症候群の予防のた

めの筋肉運動や食事につ

いての啓発や、骨密度測定

実施後に骨粗鬆症予防の

ための食事、運動について

の啓発ができたため。 

 

今後も高齢者を含めた筋

力低下や骨粗鬆症の予防

についての健康教育を実

施し、啓発を継続していき

ます。 
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参加者：5人 

後期テーマ：「キラキラした毎

日のために」  

参加者：3人 

 

3-(1)-38 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（地域包括ケア推進課・健康推進課・保険年金課） 

高齢者の心身の多様な

課題に対応し、きめ細か

な支援を実施するため、

後期高齢者医療保険の

保健事業と介護保険の

介護予防に関する事業

を一体的に実施します。 

関係各課と

の連携を深

め、事業を

早期に開始

するよう準

備します。 

【地域包括ケア推進課】 

ポピュレーションアプローチと

して体力測定会を実施するに

当たり、保険年金課と協力して

実施内容を検討しました。 

３ コロナ禍の中、中止した会

もあったが、参加人数や実

施方法を工夫することで令

和３度に体力測定会を実施

することができたため。 

【健康推進課】 

令和 3 年度から一体的な実施

ができるよう、準備等を行いま

した。 

３ 事業の早期開始に向けた

調整を行い、令和3年度か

ら事業が開始できたため。 

 

【保険年金課】 

・高齢者の心身の多様な課題

に対応するため、個別的支援

（ハイリスクアプローチ）を訪

問、電話による相談を実施しま

した。 

対象者数：163件 

支援実施者：25人 

・通いの場への積極的な関与

（ポピュレーションアプローチ）

として、65 歳以上の市民を対

象に体力測定会を実施しまし

た。 

実施回数：３回 

参加者数：132人 

 

３ 令和３年度からの新規事業

であるが、庁内関係各課や

地域活性化包括連携協定

に基づく協力事業者等の

協力を得ながら、滞りなく

事業が実施できた。 

 

コロナ禍で、高齢者宅への

直接訪問や事業実施が難

しい部分もあるが、関係各

課等と連携しながら事業を

継続していきます。 

3-(1)-39 

新たな健康への取組（健康推進課） 

産官学民との連携によ

り、リビングラボの手法

を取り入れ、持続的なラ

イフスタイルや行動の

変容につながる健康へ

の取組を推進します。 

健康寿命の

延伸を目指

します。 

生活習慣病発症予防を目的に

腸内環境に着目したライフスタ

イル改善について、子育て世代

を対象にリビングラボの手法

を用いたワークショップを開催

した。また、腸内環境改善をテ

ーマとした講演会を開催しまし

た。 

・ワークショップ 8回開催 

・講演会 参加 22名 

３ リビングラボの手法を取り

入れることで、健康寿命の

延伸のための取組が行え

た。また、年間８回のワーク

ショップを滞りなく実施で

きたため。 

 

今後は高齢者対象のワー

クショップへの展開を図り

ます。 
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（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

3-(2)-40 

シルバー人材センターへの支援（福祉推進課） 

高齢者が社会参加と自

らの経験や能力を生か

すことができるよう、シ

ルバー人材センターの

運営への支援を継続し

ます。 

民間の仕事

の受注拡大

を 図 り ま

す。 

シルバー人材センター運営の

ための補助を行いました。 

２ 高齢者の就業機会確保と

地域社会づくりに寄与でき

たため。 

 

今後は民間の仕事に対す

る受注を拡大していくこと

を検討していきます。 

 

 

3-(2)-41 

学習機会の保障（生涯学習課） 

市内の有能な人材をボ

ランティアとして活用

する人材バンク事業を、

また、市民団体等が自主

的に行う学習会に職員

を講師として派遣する

「多摩湖塾」を実施し、

高齢者の自発的な学習

活動を支援します。 

事業の）Ｒ

の強化を図

ります。 

学びあいガイド（市民による生

涯学習の案内、行政による生

涯学習の案内）を発行し、人材

バンク事業、多摩湖塾及び市

内の生涯学習活動について情

報提供を行いました。 

人材バンク事業では体験講座

も実施して事業のＰＲに努めま

した。 

 

 

 

２ 令和３年度は学びあいガイ

ド（行政による生涯学習案

内）に掲載した事業の多く

が中止となってしまったた

め。 

 

今後も周知方法を工夫し、

市民への周知強化をしてい

きます。 

3-(2)-42 

スポーツ・レクリエーション情報の提供（生涯学習課） 

健康増進を目的に、東大

和市体育協会が主催す

る（「スポーツ・レクリエ

ーション・フェスティバ

ル」について、引き続き、

運営支援等を行うとと

もに、高齢者に適したス

ポーツ・レクリエーショ

ン活動を支援します。 

「学びあい

ガイド」の

配布継続と

情報提供の

充実を図り

ます。 

令和３年度は、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止の

観点からスポーツ・レクリエー

ション活動の中止が多かった

が、学びあいガイド（市民によ

る生涯学習の案内）を発行し、

スポーツ・レクリエーション活

動に関する情報提供を行いま

した。 

 

 

 

１ 左記のとおり。 

 

今後は新型コロナウイルス

感染症の状況を見ながら

対策等を講じ、実施できる

よう、運営支援等に取り組

みます。 
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3-(2)-43 

老人クラブの活動支援（地域包括ケア推進課） 

シニアクラブ連合会及

び単位老人クラブに対

し、社会活動の促進を目

的とした市補助金を交

付します。また、運営に

対する総合相談に随時

対応し、必要な助言等を

行います。 

老人クラブ

の活性化に

つながる事

業に対する

支援の実施

を 図 り ま

す。 

老人クラブが実施する生きが

いを高める活動事業や活性化

のための事業等に対する補助

金を交付した。また、運営に対

する相談に随時対応しました。 

＜補助金の交付＞ 

クラブ数：17クラブ 

会員数：815人 

補助金の額：3,030,513円 

２ 老人クラブに対する補助金

を支出することで、高齢者

の生きがいづくりに寄与す

ることができたため。 

 

今後も活性化につながる

事業に対し必要な支援をし

ていきます。 

3-(2)-44 

介護支援いきいき活動事業（地域包括ケア推進課） 

６５歳以上の高齢者が、

介護保険施設等でのボ

ランティア活動を通し

て、社会参加の意識を高

め、相互に助け合う精神

を醸成し、健康づくりと

介護予防を進めること

ができるよう支援しま

す。 

市民に対す

るボランテ

ィア活動へ

の 理 解 促

進、活動者

数の増加、

受入施設の

拡大を図り

ます。 

登録事業所

数を令和５

年度までに

２６か所ま

で増やしま

す。また、３

か年で延３

４５人の登

録活動者数

を目指しま

す。 

 

 

 

 

 

 

介護支援いきいき活動事業を

実施しました。 

・登録者：７６人 

・活動者：２４人 

・受入施設数（令和３年度末時

点）：２４事業所 

１ 新型コロナウイルス感染症

拡大に伴い、受け入れ事業

所での活動が困難な状況

となったため。 

 

今後、感染拡大防止に留意

したうえで、活動を継続・拡

大できる環境を整備してい

きます。 
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（３）介護予防・重度化防止の推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

3-(3)-45 

介護予防普及啓発事業（地域包括ケア推進課） 

要支援・要介護認定を受

けていない６５歳以上の

方を対象に、楽しみマッ

スル教室、いきいき運動

プラス等の介護予防に必

要な知識・技術を提供す

る介護予防教室を開催し

ます。 

教室の開催を通して、介

護予防に必要な知識・技

術に加えて、介護予防の

重要性や、継続して取り

組むことの必要性につい

て普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

教室を修了

した者に対

する介護予

防活動の継

続促進策に

ついて検討

します。 

介護予防普及啓発事業とし

て、「楽しみマッスル教室」、

「いきいき運動プラス」、「東

大和元気ゆうゆう体操㏌市

役所中庭」を実施しました。 

・「楽しみマッスル教室」 

 参加人数：53人 

・「いきいき運動プラス」 

 参加人数：29人 

・「東大和元気ゆうゆう体操

㏌市役所中庭」 

 参加人数：144人 

３ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止のため、開

催時期の変更や実施回数

を一部変更し実施した。 

参加者の評価は好評であ

り、教室等に参加すること

で介護予防の重要性など

普及啓発ができたため。 

 

今後も多くの方に教室等

へ参加いただき、介護予防

に必要な知識・技術を提供

していきます。 

3-(3)-46 

東大和元気ゆうゆうポイント事業（地域包括ケア推進課） 

おおむね 65 歳以上の高

齢者が、東大和元気ゆう

ゆう体操や市内のサロン

等の活動に参加すること

に対して、ポイントを付

与し、貯まったポイント

を景品に交換できること

により、活動参加へのイ

ンセンティブを高め、高

齢者の健康寿命延伸や介

護予防を図ります。 

景品交換方

法の変更等

による利便

の向上を図

ります。 

介護予防活動に１回参加する

ごとに１ポイントを付与した。

参加者が取得したポイントに

ついては、交換期間中に、所

定のポイントごとに景品と交

換を行った。事業は、社会福

祉協議会に委託しました。 

 

登録活動数：６１か所 

延参加人数：２４,２６０人 

景品交換数：５４６回 

3 新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から、自宅

での活動もポイント付与の

対象とする等、柔軟な対応

を行えたため。 
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3-(3)-47 

介護予防リーダー・東大和元気ゆうゆう体操普及推進員の養成（地域包括ケア推進課） 

地域で介護予防に関する

取組を実践するために必

要な知識を身に付け、市

内での介護予防活動を積

極的に展開する人材を育 

成するため、介護予防リ

ーダー養成講座を開催し

ます。また、東大和元気ゆ

うゆう体の動作を正しく

身に付け、市内で積極的 

に体操の普及活動を展開

する人材を育成するた

め、体操普及推進員養成

講座を開催します。 

養成講座の

周知による

参加者の確

保を図りま

す。 

 

・介護予防リーダー養成講座 

地域で介護予防に関する取

組を実践するために必要な

知識を身に付け、市内での介

護予防活動を積極的に展開

する人材を育成するため実

施しました。 

養成者数：7人 

  

・東大和元気ゆうゆう体操普

及推進員養成講座 

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から中

止としました。 

３ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点か

ら、体操普及推進員養成講

座は中止とし、介護予防リ

ーダー養成講座について

も、例年とは定員を半減し

実施することとしたが、新

たに介護予防リーダーを養

成することができたため。 

 

今後もその後の活動につ

ながるように支援を行って

いくとともに、養成講座の

周知を行い、受講者を確保

していきます。 

 

3-(3)-48 

介護予防把握事業介護予防リーダー・体操普及推進員へのフォローアップ（地域包括ケア推進課） 

介護予防リーダー養成講

座修了者、体操普及推進

員養成講座修了者を対象

とした連絡会を開催しま

す。また、連絡会におい

て、活動に必要な知識（・技

術等を学習するための研

修や、スキルアップのた

めの講演会の実施等、介

護予防活動が継続できる

よう支援します。 

介護予防リ

ーダー・体

操普及推進

員への継続

支援を図り

ます。 

介護予防リーダー及び体操普

及推進員を対象として、地域

における介護予防活動の継

続支援のためのフォローアッ

プ講習や、情報提供を行いま

した。 

・介護予防リーダー連絡会 

開催回数：2回 

延参加人数：96人 

・体操普及推進員連絡会 

開催回数：２回 

延参加人数：105人 

３ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点か

ら、開催予定の一部を中止

し、またその他の会も縮小

して実施したが、介護予防

活動の継続に資するフォロ

ーアップや情報提供ができ

たため。 

 

今後も引き続き、連絡会

を開催し、介護予防リーダ

ーや体操普及推進員が顔

の見える関係となるよう支

援していきます。 

 

3-(3)-49 

介護予防把握事業（地域包括ケア推進課） 

７５歳以上で要支援・要

介護認定を受けていない

方を対象に、基本チェッ

クリストによる調査を実

施し、生活機能の低下を

確認した方に対して介護

予防教室への案内等を行

要介護状態

になるリス

クの高い人

を把握し、

介護予防の

普及啓発を

実 施 し ま

75 歳以上の対象者に対して

基本チェックリストによる調

査を実施し、生活機能の低下

を確認した方に対して介護予

防教室への案内等を行いま

した。 

また、基本チェックリスト未返

3 基本チェックリストによる

調査を実施し、要介護状態

になるリスクの高い方の把

握ができたため。 

また、未返送者について 7

割以上の方の実態把握が

できたため。 
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います。また、基本チェッ

クリスト未返送者につい

て、高齢者ほっと支援セ

ンター及び高齢者見守り

ぼっくすを通じて状況確

認を行います。 

す。 送者について、高齢者ほっと

支援センター及び高齢者見守

りぼっくすによる実態把握を

行いました。 

発送数：4,510件 

返送数：4,106件 

未返送者実態把握数：257

件 

 

 

今後も要介護状態になるリ

スクの高い方を把握し、介

護予防の普及啓発を行っ

ていきます。 

3-(3)-50 

通いの場の創出（福祉推進課・地域包括ケア推進課） 

社会福祉協議会が実施し

ている「ふれあいなごや

かサロン活動」の推進、介

護予防自主グループ活動

を支援します。また、生活

支援コーディネーターを

通して社会資源の把握や

「通いの場」の創出を図

ります。 

地域資源の

情報収集・

情報発信と

通いの場の

創出を図り

ます。 

【福祉推進課】 

ふれあいなごやかサロン活動

について補助を行いました。 

２ 社会福祉協議会等と連携

し、補助金を交付すること

で高齢者の生きがいづくり

を促進することができるた

め。 

 

今後は補助内容の見直し

を適宜社会福祉協議会と

図り、適切な補助金交付事

務を行っていきます。 

 

 

 

【地域包括ケア推進課】 

第２層生活支援コーディネー

ターが収集した社会資源の情

報をもとに、生活支援体制整

備事業広報紙「てとてとて」

を発行し市民へ情報提供しま

した。 

３ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点か

ら、通いの場の活動が大き

く制限されてしまったが、

広報紙を通じて実施してい

る「通いの場」やその工夫な

どの紹介や、フレイル予防

について発信することで情

報提供と市民のモチベーシ

ョンの維持を図った。また、

第２層生活支援コーディネ

ーターを中心に新たに立ち

上がる通いの場の支援に努

めたため。 

 

引き続き通いの場活動の

支援を行っていきます。 
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3-(3)-51 

新たな健康への取組【再掲】（健康推進課） 

産官学民との連携によ

り、リビングラボの手法

を取り入れ、持続的なラ

イフスタイルや行動の変

容につながる健康への取

組を推進します。 

健康寿命の

延伸を目指

します。 

生活習慣病発症予防を目的

に腸内環境に着目したライフ

スタイル改善について、子育

て世代を対象にリビングラボ

の手法を用いたワークショッ

プを開催しました。また、腸内

環境改善をテーマとした講演

会を開催しました。 

・ワークショップ 8回開催 

・講演会 参加 22名 

３ リビングラボの手法を取り

入れることで、健康寿命の

延伸のための取組が行え

た。また、年間８回のワーク

ショップを滞りなく実施で

きたため。 

 

今後は高齢者対象のワー

クショップへの展開を図り

ます。 

 

3-(3)-52 

一般介護予防事業と他の地域支援事業に基づく事業等との連携（地域包括ケア推進課） 

サロン活動や体操自主グ

ループ活動、介護予防教

室等と、介護予防（・自立支

援のための地域ケア会議

や生活支援体制整備事業

が連携を図ることで、一

般介護予防事業の充実を

図ります。 

事業間の連

携の推進を

図ります。 

・生活支援体制整備事業 

「てとてとて」にてサロン活動

や体操自主グループ活動の

紹介を行いました。 

発行回数：年 3回 

 

・包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援事業 

地域ケア全体会にて、医療

職・介護専門職・民生委員・生

活支援コーディネーター等、

様々な立場の方から、より広

範な意見を収集しました。 

開催回数：1回 

 

３ 様々な機会を通して、情報

発信や意見交換を行うこと

で、一般介護予防事業の充

実を図ることができたた

め。 

3-(3)-53 

要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制の充実（介護保険課） 

要介護（（支援）者がリハビ

リテーションの必要性に

応じてリハビリテーショ

ンサービスを利用できる

よう、医療保険で実施す

る急性期・回復期のリハ

ビリテーションから、介 

護保険で実施する生活期

リハビリテーションへ、

切れ目のないサービス提

供体制の構築に努めま

す。 

リハビリテ

ーション指

標の向上を

目 指 し ま

す。 

下表のとおり。 ２ 目標設定時における数値

と実績値の捉え方が異な

るため、差異が生じている

が、概ね目標値に近い成果

をあげることができたた

め。 
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指標名 指標の説明 
実績 目標 

令和３年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

通所型サービス 

（通所介護相当サ

ービス） 

運動器機能向上加算の算

定件数 1,093 948 957 976 

通所型サービス 

（緩和型サービス） 

運動器機能向上加算の算

定件数 
4,687 1 1 1 

（２）居宅サービス 

通所介護 個別機能訓練加算の算定

件数 
8,741 7,057 7,126 7,264 

通所リハビリテーシ

ョン 

リハビリテーションマネジ

メント加算の算定件数 
224 2,338 2,361 2,407 

訪問リハビリテーシ

ョン 

リハビリテーションマネジ

メント加算の算定件数 
324 403 407 ４１５ 

（３）地域密着型サービス 

地域密着型通所介

護 

個別機能訓練加算の算定

件数 
923 454 459 468 

認知症対応型通所

介護 

個別機能訓練加算の算定

件数 
203 185 187 191 

（４）施設サービス 

介護老人保健施設 短期集中リハビリテーシ

ョン実施加算の算定件数 
537 622 628 640 
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４．介護保険サービスの充実・強化 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実  

①介護予防・生活支援サービス事業 

（単位 件、日又は回、円）   

サービス種別 件数 日数又は回数 給 付 額 

第 1号 
訪問事業 

国基準相当サービス 764 4,638 13,674,929 

緩和型サービス 2,743 13,788 34,793,288 

小  計 3,507 18,426 48,468,217 

第 1号 
通所事業 

国基準相当サービス 1,281 7,650 33,485,393 

緩和型サービス 4,917 27,600 105,938,816 

短期集中予防サービス 0 0 0 

小  計 6,198 35,250 139,424,209 

合  計 9,705 53,676 187,892,426 

 

 ②一般介護予防事業 

  整理番号・事業名（担当課） 

サービス内容 令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

4-(1)-②-1 

楽しみマッスル教室（地域包括ケア推進課） 

健康運動指導士等による自重トレーニ

ングやマシントレーニング等、筋力向

上を目的とした教室です。また、認知症

予防のためのレクリエーションを行い

ます。 

サービス実施期間は４か月程度（（14 回） 

サービス提供時間は１回当たり１時間半 

介護予防普及啓発事業とし

て、「楽しみマッスル教室」を

実施しました。 

 

・年６期（１期９～１４回） 

・参加人数：53人 

３ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止のため、開

催時期の変更や実施回数

を一部変更し実施した。 

参加者の評価は好評であ

り、教室等に参加すること

で介護予防の重要性など

普及啓発ができたため。 

 

引続き多くの方に教室等へ

参加いただき、介護予防に

必要な知識・技術を提供し

ていきます。 
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4-(2)-②-2 

いきいき運動プラス（地域包括ケア推進課） 

転倒を予防するためのバランス能力や

筋力を向上させるためのトレーニング

と、認知症予防のためのレクリエーショ

ンを中心に、歯科（・口腔衛生、栄養に関

する講義も行う教室です。 

サービス実施期間は４か月程度（（14 回） 

サービス提供時間は1回当たり１時間半 

介護予防普及啓発事業とし

て、「いきいき運動プラス」、

を実施しました。 

 

・年３期（１期 11～14回） 

・参加人数：29人 

 

３ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止のため、開

催時期の変更や実施回数

を一部変更し実施した。 

参加者の評価は好評であ

り、教室等に参加すること

で介護予防の重要性など

普及啓発ができたため。 

 

引続き多くの方に教室等へ

参加いただき、介護予防に

必要な知識・技術を提供し

ていきます。 

 

 

 

（２）居宅・地域密着・施設サービスの充実 

①居宅サービスの充実 

【施策の方向】 
・ 需要に応じたサービスの提供体制の確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事

業所支援に努めていきます。 

 

・居宅介護予防サービス 
＜量・給付費の計画値と実績値の比較＞ 

 居宅介護予防サービスのうち、介護予防通所リハビリテーションが量、給付費ともに計画値を大幅に超

えた実績となっています。また、介護予防居宅療養管理指導は、量において計画値の 150%を超えた実績

となっています。 

 

 

サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 0 0

実 績 値 5 47,635

計 画 比 - -

計 画 値 11,220 44,375,000

実 績 値 6,250 38,649,691

計 画 比 55.7% 87.1%

計 画 値 96 296,000

実 績 値 309 2,010,358

計 画 比 321.9% 679.2%

計 画 値 660 23,623,000

実 績 値 693 25,520,780

計 画 比 105.0% 108.0%

介護予防訪問リハビリテーション 回

　　　　　量

 (単位）

介護予防訪問入浴介護 回

介護予防訪問看護 回

介護予防通所リハビリテーション 人
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・居宅介護サービス 
＜量・給付費の計画値と実績値の比較＞ 

居宅介護サービスは、給付費においては、予防サービスと同様に居宅療養管理指導が量において 150％

を超えた実績となっています。また、訪問介護、訪問看護の量が見込みより少なく、新型コロナウイルス

感染症が影響しているものと思われます。 

 

サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 540 3,488,000

実 績 値 417 2,617,737

計 画 比 77.2% 75.0%

計 画 値 60 518,000

実 績 値 0 0

計 画 比 0.0% 0.0%

計 画 値 864 10,133,000

実 績 値 1,416 10,337,734

計 画 比 163.9% 102.0%

計 画 値 360 26,137,000

実 績 値 412 30,202,753

計 画 比 114.4% 115.6%

計 画 値 6,228 41,633,000

実 績 値 6,838 48,460,351

計 画 比 109.8% 116.4%

計 画 値 132 3,583,000

実 績 値 97 2,471,646

計 画 比 73.5% 69.0%

計 画 値 108 7,635,000

実 績 値 90 7,989,498

計 画 比 83.3% 104.6%

計 画 値 7,308 35,149,000

実 績 値 7,754 37,660,021

計 画 比 106.1% 107.1%

（注）計画値、実績値は年間の延べ数

資料：東大和市行政報告（令和３年度）

　　　　　量
 (単位）

介護予防短期入所生活介護 日

介護予防短期入所療養介護（老健） 日

介護予防居宅療養管理指導 人

介護予防特定施設入居者生活介護 人

介護予防福祉用具貸与 人

特定介護予防福祉用具購入費 人

介護予防住宅改修費 人

介護予防支援 人

サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 123,708 390,479,000

実 績 値 81,109 352,529,198

計 画 比 65.6% 90.3%

計 画 値 3,000 38,214,000

実 績 値 2,884 37,965,245

計 画 比 96.1% 99.3%

計 画 値 51,384 231,108,000

実 績 値 27,725 221,313,123

計 画 比 54.0% 95.8%

計 画 値 7,164 22,084,000

実 績 値 2,448 18,231,287

計 画 比 34.2% 82.6%

訪問看護 回

　　　　　量

(単位）

訪問介護 回

訪問入浴介護 回

訪問リハビリテーション 回
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サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 99,288 758,178,000

実 績 値 100,844 773,050,967

計 画 比 101.6% 102.0%

計 画 値 19,548 176,845,000

実 績 値 15,444 140,046,442

計 画 比 79.0% 79.2%

計 画 値 19,176 172,228,000

実 績 値 16,180 142,366,360

計 画 比 84.4% 82.7%

計 画 値 2,148 25,592,000

実 績 値 361 3,933,251

計 画 比 16.8% 15.4%

計 画 値 7,044 97,071,000

実 績 値 13,483 103,133,403

計 画 比 191.4% 106.2%

計 画 値 2,916 573,430,000

実 績 値 2,365 452,710,236

計 画 比 81.1% 78.9%

計 画 値 12,636 186,580,000

実 績 値 13,696 202,625,256

計 画 比 108.4% 108.6%

計 画 値 300 9,219,000

実 績 値 218 6,428,327

計 画 比 72.7% 69.7%

計 画 値 252 23,217,000

実 績 値 132 11,749,935

計 画 比 52.4% 50.6%

計 画 値 18,516 282,604,000

実 績 値 19,610 298,896,996

計 画 比 105.9% 105.8%

（注）計画値、実績値は年間の延べ数

資料：東大和市行政報告（令和３年度）

　　　　　量
(単位）

通所介護 回

通所リハビリテーション 回

特定福祉用具購入費 人

短期入所生活介護 日

短期入所療養介護（老健） 日

居宅療養管理指導 人

特定施設入居者生活介護 人

福祉用具貸与 人

住宅改修費 人

居宅介護支援 人
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②地域密着サービスの充実 

【施策の方向】 
・ 住み慣れた自宅や日常生活圏域での生活を支援するため、需要に応じたサービスの提供体制の確保と

ともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事業所支援に努めていきます。 

 

・地域密着型介護予防サービス 
＜量・給付費の計画値と実績値の比較＞ 

介護予防小規模多機能型居宅介護以外の地域密着型介護予防サービスの実績はありませんでした。 

 

 
  

・地域密着型介護サービス 
＜量・給付費の計画値と実績値の比較＞ 

地域密着型介護サービスのうち、認知症対応型通所介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護が計画

値を超えた実績となっています。 

また、地域密着型通所介護については、量において計画値を超えた実績となっています。 

 

サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 0 0

実 績 値 0 0

計 画 比 - -

計 画 値 12 973,000

実 績 値 21 266,567

計 画 比 175.0% 27.4%

計 画 値 0 0

実 績 値 0 0

計 画 比 - -

（注）計画値、実績値は年間の延べ数

資料：東大和市行政報告（令和３年度）

　　　　　量
(単位）

介護予防認知症対応型通所介護 日

介護予防小規模多機能型居宅介護 日

介護予防認知症対応型共同生活介護 日

サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 36 5,739,000

実 績 値 42 7,291,795

計 画 比 116.7% 127.1%

計 画 値 0 0

実 績 値 0 0

計 画 比 - -

計 画 値 468 63,615,000

実 績 値 560 66,969,655

計 画 比 119.7% 105.3%

計 画 値 528 108,371,000

実 績 値 414 78,679,903

計 画 比 78.4% 72.6%

計 画 値 684 181,512,000

実 績 値 620 161,206,913

計 画 比 90.6% 88.8%

計 画 値 0 0

実 績 値 0 0

計 画 比 - -

　　　　　量

(単位）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人

夜間対応型訪問介護 人

認知症対応型通所介護 人

小規模多機能型居宅介護 人

認知症対応型共同生活介護 人

人地域密着型特定施設入居者生活介護
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  ③施設サービスの充実 

【施策の方向】 
・ 既存の施設サービスについては、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事業所支援に努めて

いきます。 

・ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備については、今後の高齢者の増加状況を踏まえると、

現段階では 100 床程度の規模の施設が必要と想定されますが、住宅セーフティネット法に基づく登

録住宅やサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備状況も見据えながら、公有地の活用

を基本に、整備時期及び整備地域を含め具体的に検討していきます。 

 
＜量・給付費の計画値と実績値の比較＞ 

介護医療院が計画値を大きく超えた実績となっており、介護老人福祉施設以外は計画値を超えた実績と

なっています。 

 

 

 

  

サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 0 0

実 績 値 0 0

計 画 比 - -

計 画 値 0 0

実 績 値 0 0

計 画 比 - -

計 画 値 1,992 186,732,000

実 績 値 2,317 159,169,783

計 画 比 116.3% 85.2%

（注）計画値、実績値は年間の延べ数

資料：東大和市行政報告（令和３年度）

　　　　　量
(単位）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人

看護小規模多機能型居宅介護 人

地域密着型通所介護 人

サービスの種類 区　分 給付費（円）

計 画 値 5,796 1,549,624,000

実 績 値 5,568 1,454,438,846

計 画 比 96.1% 93.9%

計 画 値 2,484 732,337,000

実 績 値 2,584 754,539,869

計 画 比 104.0% 103.0%

計 画 値 12 3,666,000

実 績 値 59 19,659,007

計 画 比 491.7% 536.3%

計 画 値 228 80,933,000

実 績 値 250 82,135,433

計 画 比 109.6% 101.5%

（注）計画値、実績値は年間の延べ数

資料：東大和市行政報告（令和３年度）

介護医療院 人

介護療養型医療施設 人

　　　　　量
(単位）

介護老人福祉施設 人

介護老人保健施設 人
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（３）サービスの質の確保・向上 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

4-(3)-54 

事業者集団指導（福祉推進課） 

介護給付等対象サービス

の提供及び介護報酬の請

求等に関する事項等につ

いて周知し、適切な運営

及びサービスの質の向上

を図ることを目的とし

て、市内介護保険サービ

ス事業者の職員を対象に

集団指導を行います。 

 

 

 

参加事業所

を増やすた 

め、開催時

期の見直し

等を検討し

ます。 

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から実

施しませんでした。 

０ サービス種別ごとの開催な

どについて検討します。 

4-(3)-55 

実地指導（福祉推進課） 

事業所における実地指導

において、法令に基づく

委託事業等を活用し、専

門的な検査、指導等を行

うことにより、介護保険

サービス事業者のサービ

ス提供及び運営の適正化

を推進します。 

 

 

 

都指定の在

宅サービス

事業者に対

する実地指

導の実施を

検 討 し ま

す。 

介護サービス事業所に対し

て、実地検査を実施しまし

た。 

 

居宅介護支援事業所：３か所 

地域密着型通所介護事業所：

１か所 

２ 新型コロナウイルス感染症

対策を行った上で実施した

ため。 

4-(3)-56 

ケアプラン点検（介護保険課） 

適切なケアマネジメント

のプロセスを踏まえた、

利用者の自立支援のため

のケアプラン作成及び給

付適正化を目的とし、居

宅介護支援事業所担当者

との面談によるケアプラ

ン点検を実施します。 

 

 

 

都のガイド

ラインを活

用した計画

的な実施を

図ります。 

東京都のガイドラインに沿っ

たケアプラン点検を３回実施

しました。 

また、介護支援専門員を対象

としたケアプラン点検に関す

る研修を１回実施しました。 

＜参加人数＞ ３３人 

２ ケアプラン点検を実施し、

ケアプラン作成及び給付適

正化適正化に努めた。 

 

引き続き東京都のガイドラ

インを活用して計画的に実

施していきます。 
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4-(3)-57 

縦覧点検等（介護保険課） 

縦覧点検、医療情報との

突合等により、介護報酬

の請求に誤りがないか確

認を行い、適正な報酬請

求を促します。 

縦覧点検、

医療情報と

の突合事務

により、適

正な給付の

実現を図り

ます。 

東京都国民健康保険団体連

合会から毎月提供される資

料を１件ずつ内容確認し、疑

義がある場合は事業所に連

絡し、その結果、過誤、再請

求、請求取消となった場合、

適正な報酬請求を促しまし

た。 

 

３ 介護報酬の適正化に努め

た。 

 

引き続き、縦覧点検、医療

情報との突合事務により、

適正化に努めます。 

4-(3)-58 

事業者連絡会（介護保険課） 

適正なサービスの提供や

質の向上を目的として、

高齢者ほっと支援センタ

ーを含む、指定居宅介護

支援事業者の連絡会のほ

か、訪問介護や通所介護

事業所においても定期的

な連絡会の開催を支援

し、研修や意見交換会等

を実施します。 

 

 

各連絡会の

開催支援と

ともに、施

設サービス

事業所にお

ける連絡会

の開催を検

討します。 

市が主催する連絡会につい

ては、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の観点

から中止としました。 

また各事業者が主催する連

絡会には可能な範囲で参加

し意見交換を行いました。 

２ 引き続き、各連絡会の開催

を支援していくとともに、

市主催の事業者連絡会の

開催を目指していきます。 

 

（４）介護人材の確保等 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

4-(4)-59 

福祉のしごと 相談・面接会（地域包括ケア推進課） 

社会福祉協議会が実施し

ている（「福祉のしごと（相

談（・面接会」を通じて、福

祉の職場で働いてみたい

人材と求人施設・事業所

とを結び付けることによ

り、福祉人材の確保を図

る事業の支援を行いま

す。 

 

 

福祉人材の

確保に向け

た取組の支

援を図りま

す。 

社会福祉協議会において、新

型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止の観点から、実施

されませんでした。 

 

0 左記のとおり。 

 

感染対策を徹底した開催

方法を検討します。 
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4-(4)-60 

介護人材支援制度の情報提供（地域包括ケア推進課・介護保険課） 

東京都の介護人材等の確

保（・育成（・定着に向けた支

援事業について、連絡会

やメール等により各事業

所へ情報提供を行うとと

もに個別相談に対応し、

制度の普及に努めます。 

 

都の事業等

の情報の随

時提供を図

ります。 

介護サービス事業所へ、東京

都の介護人材における支援

事業について、各事業所へメ

ール等にて情報提供を行い

ました。 

 

 

３ 介護サービス事業所へ情

報提供行ったため。 

4-(4)-61 

介護支援いきいき活動事業【再掲】（地域包括ケア推進課） 

６５歳以上の高齢者が、

介護保険施設等でのボラ

ンティア活動を通して、

社会参加の意識を高め、

相互に助け合う精神を醸

成し、健康づくりと介護

予防を進めることができ

るよう支援します。 

市民に対す

るボランテ

ィア活動へ

の 理 解 促

進、活動者

数の増加、

受入施設の

拡大を図り

ます。 

登録事業所

数を令和５

年度までに

２６か所ま

で増やしま

す。また、３

か年で延３

４５人の登

録活動者数

を目指しま

す。 

 

 

介護支援いきいき活動事業

を実施しました。 

・登録者：７６人 

・活動者：２４人 

・受入施設数（令和３年度末

時点）：２４事業所 

１ 新型コロナウイルス感染症

拡大に伴い、受け入れ事業

所での活動が困難な状況

となったため。 

 

今後、感染症拡大防止に留

意したうえで、活動を継続・

拡大できる環境を整備して

いきます。 

4-(4)-62 

介護現場のイメージ向上への取組（地域包括ケア推進課・介護保険課） 

介護業界のイメージ改善

等のため、介護の魅力に

ついて啓発する市民向け

パンフレットの配布等を

検討します。 

介護の魅力

について啓

発する市民

向けパンフ

レットの作

成、配布し

ます。 

 

 

東京都が作成したパンフレッ

トを窓口で配布しました。 

１ 他市の動向など情報収集

に努めていきます。 
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4-(4)-63 

文書負担軽減（介護保険課） 

介護現場の業務効率化を

支援するため、国や都と

連携しつつ、申請様式（・添

付書類や手続に関する簡

素化やＩＣＴ等の活用等

によるペーパーレス化等

を進めます。 

書類の簡素

化やＩＣＴ

等の活用等

によるペー

パーレス化

等を進めま

す。 

 

書類の簡素化やＩＣＴ等の活

用等によるペーパーレス化等

について国や都から情報を

収集しました。 

１ 今後、国や都からの情報を

基に書類の簡素化や ICT 

等の活用によるにペーパー

レス化等を進めていきま

す。 

4-(4)-64 

市認定ヘルパー養成講座（地域包括ケア推進課） 

要支援認定者等を対象と

した介護予防・日常生活

支援総合事業のうち、訪

問緩和型サービス（家事

援助）を提供する人材を

育成します。 

養成講座の

開 催 に 加

え、受講者

の就労実態

調査の結果

に基づき、

受講者の就

労率の向上

を 図 り ま

す。 

 

訪問緩和型サービスにおけ

る、身体介護を含まない、家

事援助等のサービスを提供

する、市認定ヘルパーの養成

講座を実施しました。 

 

修了者：５人 

３ 新型コロナウイルス感染症

拡大に伴い、年２回開催予

定のところ、１回の開催と

なったが、講座の内容は好

評で、受講者の就労に結び

ついたため。 

 

就労率が向上するよう検

討していきます。 

4-(4)-65 

介護人材の定着促進のための事業者支援（地域包括ケア推進課・介護保険課） 

民間企業との地域包括連

携協定を活かし、介護人

材の確保や定着率向上の

取組を実施します。 

事業所職員

に対し、セ

ミナー等を

開催し、介

護人材の確

保及び定着

率の向上を

目 指 し ま

す。 

 

国や都が行う研修等につい

て事業所への情報提供を行

いました。 

市主催の研修については、新

型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止の観点から、開催

しませんでした。 

１ 国や都からの情報を参考

に介護人材の確保や定着

率向上に関するセミナー等

について計画していきま

す。 

4-(4)-66 

介護人材確保に関する市民への普及啓発（地域包括ケア推進課） 

介護・福祉業界の認知度

向上や福祉業界への就職

促進を目的とした講演会

等を開催し、市民への普

及啓発を行います。 

市民や市内

の高校生等

を対象に講

演会や出前

講座を開催

し、市民の

福祉業界へ

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から、実

施しませんでした。 

0 左記のとおり。 

 

福祉業界への就職促進を

目的とした講演会等の開

催について検討していきま

す。 
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の理解促進

及び就職の

促進を行い

ます。 

 

 

５．住まい・日常生活支援の充実 

 

（１）安心できる住まいの確保 

①居住支援の充実 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

5-(1)-①-67 

養護老人ホーム等措置事業（地域包括ケア推進課） 

環境上の理由又は経済的理

由により居宅で生活が困難

な高齢者を養護老人ホーム

等に措置することにより、高

齢者の安心できる生活を確

保します。 

ケースに応

じた支援が

で き る よ

う、措置の

依頼先の拡

充を図りま

す。 

居宅での生活が困難な高

齢者を養護老人ホーム等

に措置しました。 

 

措置人数：２人 

 

3 支援が必要な高齢者を養

護老人ホーム等に措置し、

高齢者が安心できる生活

の確保が図られたため。 

 

引き続き実施します。 

5-(1)-①-68 

シルバーピア事業（地域包括ケア推進課） 

緊急時に対応し、安否の確認

や生活の相談、関係機関との

連絡などを行うワーデン（（生

活協力員）が配置されたシル

バーピア（（市営住宅又は都営

住宅）において、低所得の高

齢者に対する生活を確保し

ます。 

入居する高

齢者に対す

る生活支援

を行い、生

活の確保を

図ります。 

シルバーピアにワーデン

を配置し、入居する高齢

者の生活を支援しました。 

 

＜住宅数＞ 

ピア芋窪：10戸 

ピア清原 7号棟： 15戸 

ピア清原34号棟： 15戸 

ピア向原 13号棟： 15戸 

 

３ 緊急通報を受信した場合

等にワーデンが現場に急

行・対応するなどして、入居

する高齢者の生活を支援

することができたため。 

 

引き続き実施します。 

5-(1)-①-69 

サービス付き高齢者向け住宅等（介護保険課） 

高齢者の住まいに対する情

報提供等や、事業者等からの

建設相談を行います。 

なお、サービス付き高齢者向

高齢者の住

まいに対す

る市民への

情報提供等

チラシ・パンフレット等の

配布を行った。また、東京

都サービス付き高齢者向

け住宅整備事業補助金要

３ 複数の問合せに情報提供

及び相談対応を実施でき

たため。 

 



45 

 

け住宅を建設する際には、施

設入居の市民優先や災害時

の地域住民利用等を定めた

市基準を満たすよう指導、助

言を行います。 

 

 

を 行 い ま

す。建設に

ついては、

市内の需給

バランスを

勘案しなが

ら、東京都

と連携、協

議のうえ事

業者等との

調整を行い

ます。 

綱に規定する、東大和市

における基準に基づき事

業者等からの相談に対応

しました。 

引き続き実施します。 

 

②住環境の整備 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

5-(1)-②-70 

道路等のバリアフリー化（土木公園課） 

歩道の段差等のバリア

フリー化を進めます。 

 

 

補助金を活

用した計画

的な歩道の

整備を図り

ます。 

市道第13号線（ゆりのき通り）

の歩道改良工事を実施し、歩

道６箇所のバリアフリー化を進

めました。 

３ 歩行者に対する安全性の

向上につながったため。 

 

今後も引き続き計画的に

歩道改良工事を進めてい

きます。 

5-(1)-②-71 

ベンチの設置要望（道路交通課） 

高齢者や障害者などが

安心して公共交通機関

を利用できるよう、設置

が可能なバス停留所に

ついては、ベンチの設置

をバス事業者へ要望を

行います。 

バス事業者

との協議、

調整の機会

を捉えて要

望を行いま

す。 

ちょこバス停留所１か所にベン

チを設置した。 

２ バス事業者への働きかけ

については、機会を捉えて

行っていきたい。 

5-(1)-②-72 

都営住宅建替え整備に関する要請（都市づくり課） 

都営住宅の建替えに際

し、高齢者や障害者等に

配慮した住宅整備の要

望を行います。 

 

都 と の 協

議、調整の

機会を捉え

て要望を行

います。 

都営住宅の建替えに際して、東

京都に対し、バリアフリー化や

安全性等を考慮した住宅整備

を要請しました。 

３ バリアフリー化や安全性等

を考慮した住宅整備が図ら

れることになったため。 

 

今後も、建替えの機会を捉

えて、適時適切に要請して

いきます。 
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（２）生活支援の充実 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

5-(2)-73 

生活支援ショートステイ（地域包括ケア推進課） 

介護保険の要介護（・要支

援に該当しないひとり

暮らし高齢者などが、一

時的に在宅で生活する

ことが困難になった場

合に、市内の特別養護老

人ホームに短期間宿泊

してもらうことで、生活

を支えます。 

 

関係機関と

連携した利

用支援を行

う と と も

に、事業依

頼先の拡充

に 努 め ま

す。 

在宅での生活が困難となった

高齢者を一時的に市内等の特

別養護老人ホームに入所（ショ

ートステイ）してもらいました。 

 

利用人数：２人 

延日数：２０日 

２ 今後も関係機関と連携し

て、利用につなげていきま

す。 

5-(2)-74 

ファミリー・サポート・センター事業（子ども家庭支援センター・地域包括ケア推進課） 

高齢者支援及び子育て

支援の協力会員と利用

会員による相互援助活

動（（家事援助等）である

「さわやかサービス」、

子育て支援関連施設等

との連絡調整、ひとり親

家庭等への利用支援、

「子ども・高齢者見守り

ネットワーク～大きな

和～」の運営等を行うフ

ァミリー・サポート・セ

ンター事業に対し、安定

的な事業運営のため補

助金を交付します。 

 

運営してい

る社会福祉

協議会に対

して引き続

き補助金を

交 付 し ま

す。 

さわやかサービス事業は、平成

３１年度より、子育て支援機能

を強化したファミリー・サポー

ト・センター事業となりました。 

この事業の安定的な事業運営

のため、「ファミリー・サポート・

センター事業補助金」を交付し

ました。 

 

延利用会員数：708人 

補助額 （子育て支援分 ） ：

5,733,700円 

補助額（高齢者等支援分）：

3,546,645円 

３ 市民間の相互の助け合い

意識の醸成や子育て世帯

への子育て支援、高齢者等

世帯への日常生活の支援

が図られたため。 

 

ニーズが高い事業である

ため、運営している社会福

祉協議会に対して引き続

き補助金を交付し、支援し

ていきます。 

 

5-(2)-75 

おむつの貸与・支給（地域包括ケア推進課） 

在宅の重度の要介護高

齢者に、おむつを貸与又

は支給することで、介護

者の負担軽減を図り、在

宅での生活を支援しま

す。 

介護者の負

担軽減のた

めの継続実

施を図りま

す。 

在宅の寝たきりの高齢者に、お

むつを支給しました。 

 

支給人数：197人 

紙おむつ：2,115袋 

尿とりパッド：1,490袋 

 

 

３ おむつを支給することで、

高齢者を介護する方の負

担軽減が図られたため。 

 

引き続き実施します。 
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5-(2)-76 

理・美容券の支給（地域包括ケア推進課） 

在宅で寝たきりの状態

にある高齢者に、理容券

もしくは美容券を支給

し、市内の協力理容店・

美容店の訪問等による

理美容を提供すること

で、保健衛生や生活の質

の向上、介護者の負担軽

減を図ります。 

 

介護者の負

担軽減のた

めの継続実

施を図りま

す。 

在宅の寝たきりの高齢者に、

理・美容券を支給しました。 

 

交付人数：16人 

交付枚数：54枚 

利用枚数：11枚 

３ 理・美容券を支給すること

で、高齢者の保護衛生の向

上や介護者の負担軽減が

図られたため。 

 

引き続き実施します。 

5-(2)-77 

生活支援コーディネーターと協議体の活用（地域包括ケア推進課） 

市内に配置した生活支

援コーディネーターと、

市内に設置した第２層

協議体を活用して、生活

支援サービスの提供主

体等の関係者のネット

ワーク化を図るととも

に、地域資源の把握と情

報発信、生活支援の担い

手の養成とサービスの

開発を行います。 

広報紙等を

通じた情報

発信と新た

な地域資源

の発掘を図

ります。 

地域で不足する資源の掘り起

こし及び解決策の協議のため、

地域住民が主体となり、定期

的に地域課題等の情報共有や

コミュニティ間の連携強化を行

う場として、７圏域で第２層協

議体を設置し、活動を実施しま

した。 

延会議開催数：41回 

 

部会での検討内容等を踏ま

え、広報紙「てとてとて」を3回

発行し、情報発信を行いまし

た。 

 

３  広報紙「てとてとて」に

て、市内の住民活動等の情

報を発信し、また第 2 層協

議体の話し合いの中で、地

域資源の開発について検

討・実施をすることが出来

たため。 

 

（３）権利擁護の充実 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

5-(3)-78 

福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）（福祉推進課） 

認知症などにより日常

生活を営むのに支障が

ある方に対し、利用者と

の契約により福祉サー

ビスの利用援助、日常的

な金銭管理サービス、書 

類などの預かりサービ

社会福祉協

議会への補

助の継続実

施を図りま

す。 

社会福祉協議会において実施

する地域福祉権利擁護事業に

対する補助を行いました。 

２ 補助を通じて事業の支援

ができたため。 

 

今後、高齢化に伴い増加し

ていく判断能力が不十分

な方に対して、どのような

対応をしていくか検討して
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スを行い、住み慣れた地

域で安心して自立生活

が送れるように、社会福

祉協議会を支援してい

きます。 

 

いきます。 

5-(3)-79 

成年後見制度の利用支援（福祉推進課） 

認知症高齢者等が判断

能力の低下によって日

常生活を送ることが困

難となった場合でも、地

域で安心して生活でき

るよう、東京都事業の

「成年後見制度活用あ

んしん生活創造事業」に

基づき、成年後見制度の

利用支援を行います。 

利用支援については、委

託先の社会福祉協議会

において、権利擁護や苦

情等の専門相談に対応

するための推進機関で

ある「あんしん東大和」

を継続して実施します。 

 

 

 

 

制 度 の 周

知・啓発の

更なる強化

とともに、

権利擁護の

担 い 手 支

援、権利擁

護にかかる

地域連携ネ

ットワーク

づくりを図

ります。 

 

成年後見活用あんしん生活創

造事業を社会福祉協議会に委

託し、実施しました。 

２ 委託により、専門相談の対

応を実施することができた

ため。 

 

成年後見が必要な方が増

加していく中、後見人への

支援の拡充について検討

していきます。 

5-(3)-80 

成年後見制度市長申立（地域包括ケア推進課） 

老人福祉法第32条に規

定する市長による後見

開始等の審判の申立が

必要な高齢者（（申立を行

う親族等がいない重度

の認知症高齢者等）に対

し、市長が申立を行い、

審判の請求に係る経費

及び成年後見人等の報

酬助成を行います。 

 

 

 

 

市長申立が

必要な高齢

者 に 対 し

て、申立を

行うことで

高齢者の財

産確保及び

権利保全の

支援を図り

ます。 

法に規定する市長による審判

の請求が必要な方について、

審判請求等を行いました。 

 

審判請求：9件 

報酬費用助成：6件 

３ 審判の請求その他必要な

費用の助成を行うことで、

高齢者の権利を擁護し、福

祉の増進が図られたため。 

 

引き続き実施します。 
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5-(3)-81 

高齢者への虐待防止（地域包括ケア推進課） 

高齢者への虐待の防止

と保護、高齢者を支える

家族等の負担の軽減を

図るために、広報等によ

り、市民への普及啓発を

図ります。 

支援にあたっては、「高

齢者虐待対応マニュア

ル」に沿った対応や、高

齢者等虐待防止地域ネ

ットワーク運営会議を

通じ、虐待の対応方法や

支援のあり方等を検討

します。 

広報等によ

る市民への

普及啓発の

推進、高齢

者等虐待防

止地域ネッ

トワーク運

営会議にお

ける関係機

関の連携強

化を図りま

す。 

 

市報等で高齢者への虐待の防

止と保護、高齢者を支える家

族等の負担の軽減について普

及啓発を行いました。 

 

高齢者等虐待防止地域ネッ

トワーク運営会議（書面）を２

回開催しました。 

 

2 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点か

ら、対面形式での開催を行

わなかった。 

 

感染対策を徹底した方法

で実施します。 

 

（４）災害・交通安全・防犯体制の充実 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

5-(4)-82 

防災対策の推進（防災安全課・福祉推進課） 

災害時における高齢者

などの安全を確保する

ため、地域防災計画に基

づき、災害時要配慮者対

策を推進します。 

また、市が把握している

高齢者などの情報を、社

会福祉協議会、民生委

員（・児童委員や高齢者ほ

っと支援センターなど

の関係機関に提供し、情

報の共有化を図るとと

もに、災害時における協

力体制づくりに努めま

す。 

防災訓練へ

の参加促進

とともに、

災害時にお

ける地域と

の協力体制

づくりにお

いて、協定

締結に至る

自治会数の

増加を図り

ます。 

【防災安全課】 

地域で行う訓練等に参加し、防

災機材等の説明や講話を行い

ました。 

２ 防災訓練等を通じて防災

意識の向上の啓発ができ

たため。 

 

新型コロナウイルス感染症

の影響で自粛も見受けら

れたため、地域の防災訓練

等をどのように支援してい

くか検討します。 

 

【福祉推進課】 

市が把握している高齢者など

の情報を「避難行動要支援者

名簿」として関係機関に提供し

ました。また、地域との災害時

における協力体制づくりとし

て、新たに１自治会と協定を結

び、合計８自治会との協定締結

となりました。 

 

２ 関係機関に対し、名簿の提

供を通じて情報の共有を

図ることができたため。 

 

今後、災害における地域と

の協力体制づくりにおい

て、協定締結に至る自治会

数を増やすための工夫を

検討します。 
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5-(4)-83 

交通安全教育・啓発の推進（道路交通課） 

自動車等を運転する高

齢者を対象に、身体機能

の特性等を考慮した交

通安全教育の推進を図

るとともに、運転免許証

の自主返納制度の周知

を図ります。 

交通安全教

室への参加

促進ととも

に、自主返

納制度の周

知を図りま

す。 

・運転免許証自主返納制度に

ついて、市報（掲載回数２回）を

通じて周知しました。 

・高齢者運転免許証自主返納

支援事業を実施しました。 

ちょこバス回数券交付人数：

225人 

・新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から交通

安全教室は中止としました。 

 

３ 市報の掲載により自主返

納制度の周知を図ること

ができたため。 

支援事業の利用者数は堅

調に推移しているため。 

 

5-(4)-84 

消費者被害などの防止の推進（地域振興課･防災安全課） 

高齢者の消費被害を未

然に防止するため、悪質

商法による被害や通信・

訪問販売等における契

約トラブルに関する情

報提供や被害防止に向

けた啓発に引き続き、取

り組んでいきます。 

また、高齢者を狙った振

り込め詐欺等について

も、被害の未然防止に努

めます。 

高齢者に対

する悪質商

法被害の防

止に向け、

関係部署と

の連携や情

報提供の機

会を増やし

ます。 

【地域振興課】 

・消費者月間パネル展、高齢者

悪質商法被害防止キャンペー

ンパネル展等を実施しました。

また、消費者トラブルに関する

情報発信として、消費生活だよ

りを発行するとともに、市報

（掲載回数４回）を通じて啓発

しました。 

・東京都と合同で高齢者被害

特別相談（相談件数 3 件）を実

施しました。 

 

 

 

 

２ 高齢者に関する消費者被

害やトラブル防止を目的

に、パネル展の実施や市

報、SNS 等を利用し情報

提供を行ったため。 

 

関係部署との連携につい

ては、更に機会を増やして

いきます。 

【防災安全課】 

・警視庁等の作成チラシを窓口

で配布し、周知しました。 

・振り込め詐欺等の特殊詐欺が

市内で発生した際に、青色回転

灯パトロールカーでの広報や、

安全安心情報サービスを使っ

ての情報提供を行いました。 

 

 

 

２ 警察と連携し、高齢者を狙

った特殊詐欺について市

民への注意喚起ができた

ため。 

 

高齢者自身が詐欺に気づ

くにはどのように啓発をし

ていくかを検討していきま

す。 
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（５）感染症対策の推進 

整理番号・事業名（担当課） 

事業（取組）内容 
第８期の 

目標 
令和３年度実施状況 評価 評価の理由・今後の課題等 

5-(5)-85 

ガイドラインに沿った感染予防、感染拡大防止の対策の促進（健康推進課） 

新型コロナウイルス感

染症をはじめ、感染症対

策にあたっては、市民へ

の（「新しい生活様式」の

日常への取り入れを促

していくほか、医療や福

祉、介護関係の事業所等

に対しては、「東京都感

染拡大防止ガイドライ

ン」など各種ガイドライ

ンに沿った感染予防、感

染拡大防止の対策を促

進します。 

各種ガイド

ラインに沿

った感染予

防、感染拡

大防止の対

策の促進を

図ります。 

・市民に対しては、市報や市公

式ホームページ、ＳＮＳ等を活

用し、「新しい生活様式」の継続

や感染症対策について周知を

図りました。 

・医療や福祉、介護関係の事業

所等に対しては、新型コロナウ

イルス感染症に係る各種ガイド

ラインの周知や、東京都と連携

したワクチンバスの利用促進

等、感染拡大防止の対策を行

い、ワクチン接種の促進に努め

ました。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症

の感染予防、感染拡大防止

の対策の周知などについ

ては概ね実施できたため。 

また、高齢者施設等の感染

拡大防止のためワクチン接

種の推進に向けた取り組

みを東京都と連携できた

ため。 
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